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迅速な警報発令及び介護事業者・地域包括支援センター等

福祉部門との連携の取組 
香川県 

 
【事例の特徴】 

①犯罪警戒警報発令制度 

県内で特殊詐欺等が発生し拡大する恐れがある場合、香川県安全安心まち

づくり推進協議会長（知事）が警報発令を行う「犯罪警戒警報発令制度」とい

う仕組みを運用している。 

②健康福祉部局とのネットワーク構築 

県の健康福祉部局と連携し、定期的に注意喚起や警戒情報を介護事業者に

発信するとともに、高齢者に異変を感じた介護事業者（ヘルパー）が、本人に

消費生活センターへの相談を勧めたり、地域包括支援センターへつないだり

する体制ができている。全市町において、地域包括支援センターが市町の消費

生活部局と連携するとともに、県の消費生活センター及び所轄警察とも連携

し、一体となって地域の高齢者の被害防止支援に取り組んでいる。 

 

【経緯・取組概要】 

①犯罪警戒警報発令制度 

（経緯） 

振り込め詐欺等の特殊詐欺による被害事案の急増に伴い、早急な情報提供

により被害の拡大を防止する必要があると考え、より効果的な注意喚起の方

法を検討することとした。 

（取組概要） 

 「犯罪警戒警報発令制度」は、県内において振り込め詐欺等の特殊詐欺など

不特定多数の者が被害にあうおそれがある犯罪が発生し、その拡大のおそれ

がある場合に、香川県安全・安心まちづくり推進協議会長（知事）が迅速に犯

罪警戒警報を発令し、県民に注意を喚起するとともに、関係機関及び関係団体

等が緊密に連携し、総合的かつ集中的な犯罪抑止対策を推進して、早期に犯罪

発生の抑止を図る制度である。 

 発令期間は原則として 10 日間で、警報発令の通知を受けた関係機関、関係

団体、各市町は広報啓発、街頭活動、防犯活動を推進することとされている。

特に消費者被害については、報道各社の協力による県民への周知、県内すべて

の金融機関やコンビニエンスストア各店舗、高齢者や障害者の支援を行う在

宅介護事業者への周知を行うとともに、県や市町のホームページへの掲載等
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で注意を促し、被害防止に努めている。 

●犯罪警戒警報発令の流れ 

 
平成 25 年８月の運用開始から平成 28 年３月 31 日までに、警報を３回（還

付金詐欺２回、オレオレ詐欺１回）、注意喚起情報を 15 回発令している。 

 

 ●警報           
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②健康福祉部門とのネットワーク構築 

（経緯） 

香川県では、高齢者への消費者啓発活動も積極的に行っており、例えば、平

成 27 年度は県全体で 156 回、7,258 人の高齢者へ講習を行っている。しかし

近年、特に判断力の低下した高齢者が狙われることも多く、そのような高齢者

が自身で被害を防ぐには限界があることから、高齢者を支援する周囲の方の

協力を得ることが必要と考えた。御近所の方々による見守り（香川県くらしの

見守り隊など）は大切であるが、高齢者の消費者被害は、だまされたことに気

づきにくく、誰にも相談したがらないという特徴もあることから、介護が必要

な高齢者の見守りには信頼関係ができており家の中で異変を見つける可能性

が高いヘルパーが適していると考え、介護事業者に協力を願うこととした。 

（取組概要） 

県の福祉部局（高齢者・障害者）と連携し、福祉部局が持つ同報システムを

活用して、定期的に旬の消費者情報や警戒情報を介護事業者にメールで一斉

に発信することで、ヘルパーを通じ高齢者等へ情報提供や注意喚起をしても

らっている。また、福祉部局が主催する介護事業者の集団指導の場において

も、消費者行政担当課が消費者問題に関する研修を実施している。 

高齢者宅で消費者被害のシグナルを見つけたヘルパーには、本人に事実を

確認するとともに消費生活センターへ相談するよう勧めてもらう。相談する

ことを望まない場合はケアマネージャーと相談しつつ経過を見守ることも必

要だが、認知症の可能性がある場合は、地域包括支援センターに相談し、成年

後見制度や見守りの体制を検討してもらう必要がある。 

高齢者の消費者被害防止に関して地域包括支援センターと連携するため、

消費者行政担当課としては、連携につき各市町の福祉担当課長の了承を得て

全ての地域包括支援センターに出向き、市町の消費者部局とともに、そのセン

ターに合った消費者被害の相談体制及び既存の福祉の見守りグループによる

消費者被害防止への協力などについて具体的な協議を行った。また県警察に

おいて所轄警察と地域包括センターの双方にそれぞれ窓口となる職員を置く

協力体制をとっている。 

県としては、地域で孤立した高齢者が健康面、判断力の低下などで巻き込ま

れる様々なトラブルの中の一つとして消費者被害の問題があると捉えてい

る。そして、そうした高齢者が安心して暮らしていけるよう包括的にサポート

する役割を担い、地域で最も高齢者の情報を持っているのが地域包括支援セ

ンターだと考えている。しかしながら、地域包括支援センターは消費生活問題

について専門性を持っていないため、この分野に関して消費者行政担当課が

責任を持って、しっかりサポートしていくという体制を構築している。 
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【今後の課題】 

高齢者や障害者等の社会的弱者の救済にはそのコミュニティの総合力が問

われており、無理をする必要はないが、関係者はできることからまずやってみ

ることが肝要である。平成 27 年度は、５市町の地域包括支援センターが、主

催事業で、権利擁護事業や見守り支援事業の一環として、介護支援専門員等に

対する消費者被害防止対策をとり入れた研修を実施した。他市町にも広げて

いくことが大切である。また、地域包括センターと連携して見守り活動をして

いるグループや企業などにも、福祉の見守りをしながら、併せて消費者被害防

止の目線をとり入れた見守りの活動もしていただけるよう研修等で支援して

いくことが必要だと考えている。 

 

【消費者行政等に関する基礎情報】 

・香川県の基礎情報 

 人口：975,808 人（平成 28 年２月１日現在推計） 

県内の市町村：８市９町     

 高齢化率：29.2％ 

・香川県の消費者行政の体制 

 消費者行政本課(消費生活Ｇ)の職員数：６名 

 消費生活相談員数：13 名 

 県消費生活センター 県内５か所（週５日開所） 

 相談受付件数：5,725 件（平成 26 年度） 
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柏市振り込め詐欺等被害防止等条例の制定 
千葉県柏市 

 
【事例の特徴】 

市区町村では初めて振り込め詐欺被害防止に関する条例を制定 

 柏市は、平成 28 年４月から、「柏市振り込め詐欺等被害防止等条例」を施

行した。都道府県では熊本県、岡山県、徳島県で同趣旨の条例が制定されて

いるが、市区町村での制定は全国初である。同条例では、市・市民等・事業

者がそれぞれの立場で振り込め詐欺防止について取り組むべきことを示すと

ともに、被害者への支援についても定められた。 

 

【経緯・取組概要】 

（経緯） 

平成 25 年当時、柏警察署管内では、刑法犯認知件数が減少する中、振り込

め詐欺等の被害が全国平均の２倍程度で高止まりしていた。そこで、詐欺被

害の実態調査をすることとし、柏市老人クラブの協力を得て、平成 26 年７月

～９月、6,600 人の会員を対象に、振り込め詐欺等の被害に関するアンケート

を実施した。 

調査結果から、近所づきあいが濃密な人でも被害にあうことや、詐欺電話

は市内全域で発生していることなど、誰でも被害者になる可能性があること

が分かった。この結果を受け、被害者個人だけではなく、市、警察及び事業

者等を含めた社会全体で詐欺に対抗する必要性を認識するとともに、柏市が

所属している全国安全都市会議（※）の清永賢二議長（元警察庁科学警察研

究所室長）から条例を制定してはどうかというアドバイスを得て、条例制定

に向けた検討を開始した。 

（※）防犯や安全・安心に関する意識の高い自治体の集まりで、事務局が愛知県春日井市にある。柏市や世田谷

区、豊橋市などがメンバーになっている。 

 

（集められたアンケートの一部） 
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（取組概要） 

条例の制定にあたっては、全国に先駆けて振り込め詐欺被害防止条例を制

定している他県の取組を参考にしつつ、市は県とは違って警察力を持たない

ため、市民との距離が近いといった市の強みをいかすこととした。 

また、銀行等の金融機関や詐欺被害の当事者へのヒアリングを実施し、銀

行では詐欺事案と思われる場合の声掛けなど対策をしているものの、法的根

拠がないこと等により実際には銀行が行政の指導と利用者との間で板ばさみ

になっているという実態や、被害者は経済的な損失よりも精神的に大きなダ

メージを受けていることも分かったため、対策を条例に盛り込むことにした。 

平成 27 年８月から平成 28 年１月までに、学識経験者、銀行・コンビニエ

ンスストア等の事業者、防犯団体、消費者団体、福祉団体、柏警察署、庁内

関係各課で構成する「振り込め詐欺等の被害の防止に関するプロジェクト会

議」を３回開催（千葉県、千葉県警察本部はオブザーバー参加。）。会議では、

条例案の考え方、振り込め詐欺等の対策方法、各関係団体の連携方法、警察

との発生情報共有等について、幅広い意見交換を行った。 

 条例は平成 28 年３月に市議会で可決され、４月から施行されている。第４

～６条では市・市民等・事業者が振り込め詐欺防止について負うそれぞれの

責務を定め、振り込め詐欺被害を防止するために市民が担う役割を明確化す

るとともに、事業者が振り込め詐欺被害防止の注意喚起等を行うことを努力

義務として明文化した。また、第８条では、被害者への支援として、被害に

より心身に受けた重大な影響から早期に回復できるようにするため、適切な

保健医療サービス、福祉サービスや司法手続等につなげることとした。第 10

条では、警察との連携についても定めている。 

 柏市では、条例の制定を受け、具体的な対策の１つとして、振り込め詐欺

の被害者が早期に適切なサービス等を受けられるよう、関連する窓口を一本
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化して「被害者支援のための総合窓口」を設置し、被害を防止するだけでな

く、生じてしまった被害の当事者を支援していくことにも取り組んでいる。 

 

【今後の課題】 

 詐欺被害を防止していくために、市民、事業者、警察の連携を行うことが

重要である。そのため、上記関係者からなる振り込め詐欺被害防止のための

「対策本部」を立ち上げ、被害情報の共有、抑止策の検討等、随時行ってい

く。 

 また、マイナンバー詐欺等の新たな詐欺被害の抑止を見据えて、５年後の

平成 33 年に必要があれば、条例改正等検討していく。 

 

【消費者行政等に関する基礎情報】 

・柏市の基礎情報 

 人口：414,531 人（平成 28 年３月１日時点） 

 高齢化率：24.18%（平成 27 年９月末現在） 

・柏市の消費者行政の体制 

 消費生活センター（週５日開所） 

 消費者行政職員数：７人 

 消費生活相談員数：９人 

 相談受付件数：3,442 件（平成 27 年度） 
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区役所・警察署・事業所の連携による高齢者の振り込め詐

欺被害防止対策（情報発信拠点） 
横浜市緑区 

 
【事例の特徴】 

緑区内の事業所が「情報発信拠点」として振り込め詐欺被害防止に協力 

横浜市緑区役所と神奈川県緑警察署では、普段の買い物等で利用される商

店街等の事業所や店舗を「振り込め詐欺被害防止情報発信拠点」として登録

し、店頭への来訪者への声かけ等により情報を伝えることで、多発する振り込

め詐欺被害の防止につなげる取組を行っている。協力事業所数は、平成 28 年

３月 31 日現在で 175 か所に上る。 

 

【経緯・取組概要】 

（経緯） 

神奈川県緑警察署管内は県下でも高齢者の振り込め詐欺被害が多いという

データがあったことから、横浜市緑区役所は、緑警察署から、何か有効な振り

込め詐欺被害防止対策をとることができないかという相談を受けた。緑区役

所では、以前から、区の職員が老人福祉センター等高齢者の集まる場所に出向

いて注意喚起を行ったり、ポスターやティッシュ配布を活用した啓発活動を

行ったりしてきたが、高齢者になかなか我が事として受け止めてもらえない

と感じることも多かった。 

そうした状況を受け、区役所が直接啓発を行うよりも、身近な場所・身近

な人から、日常生活の中で働きかけをしてもらうことで、詐欺被害について自

分にも起こりうることという意識を持ってもらいやすくなるのではと考え、

普段の買い物等で利用される商店街等の事業所や店舗を「振り込め詐欺被害

防止情報発信拠点」にする取組を実施することにした。 

緑警察署は普段からつながりのある事業所防犯協会、宅地建物取引業防犯

協会、金融機関防犯連絡会へ、緑区役所は商店街連合会、食品衛生協会（飲食

店）、環境生活衛生協議会（理美容院）へ、それぞれ呼びかけを行ったところ、

合計 116 か所の事業所の協力を得ることができ、平成 27 年９月から取組を開

始した。その後、自主的に参加を申し出た事業所もあり、平成 28 年３月 31 日

時点では 175 か所の協力事業所が集まっている。 

（取組概要） 

区内の協力事業所を「緑区・振り込め詐欺被害防止情報発信拠点」として

登録し、区役所・警察署から振り込め詐欺の最新情報（だましの手口や文言等）
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をタイムリーにその「情報発信拠点」に知らせ、店頭への来訪者に対し、声か

け等により情報を伝えてもらうことで、多発する振り込め詐欺被害の防止に

つなげる取組である。 

協力事業所への情報発信は、各事業所の希望に応じ、緑警察署はＦＡＸで、

区役所はメールで、それぞれ分担して毎月４～５回程度行っている。 

協力事業所では、高齢者が店頭に来訪した時や散髪の時など、様々な場面

でのコミュニケーション（会話等）の中で注意喚起を行うほか、事業所内に緑

警察署・緑区役所からのＦＡＸやメールの文面等を掲示している。商店街で買

い物をするだけでなく、お店での会話を楽しみにしている高齢者も多く、声か

けの効果が期待される。 

 

（協力事業所への情報発信例） 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【今後の課題】 

事業開始から半年が経過し、目新しさが徐々に薄れる中、協力事業所が今後

も声掛けや掲示を継続してくれるような働きかけが今後の課題である。 

 

【消費者行政等に関する基礎情報】 

【横浜市全体】 

・基礎情報 

 人口：3,723,874 人（平成 28 年３月１日時点） 
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 高齢化率：23.1％ （平成 27 年９月１日時点） 

・消費者行政の体制 

 消費者行政本課の職員数：９名 

 消費生活相談員数：27 名 

 消費生活センター（週７日開所） 

 相談受付件数：23,572 件（平成 26 年度） 

【緑区役所】 

・基礎情報 

人口：180,552 人（平成 28 年３月１日時点） 

 高齢化率：22.1％（平成 27 年９月１日時点） 

 消費者行政を担当する職員数：３名 
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地元企業との協働（ペアレントガードナー） 
東京都杉並区 

 
【事例の特徴】 

「ペアレントガードナー」による振り込め詐欺被害防止 

杉並区では、多発する振り込め詐欺被害の防止にむけて、地元企業と協働し

て、振り込め詐欺被害防止機器「ペアレントガードナー」を開発し、平成 27

年６月から、杉並区在住の 60 歳以上でメール受信可能な親族等がいる人を対

象に、１年間の無償モニターを試行している。 

この機器は、自宅の電話機に設置した検知ＢＯＸが電話の会話の中で振り込

め詐欺でよく使用される騙しの言葉を検知すると事前に登録した親族等に注

意喚起のメールが送信されるシステムで、この機器を使用することで、家族同

士が連絡を取り合い、家族の絆が深まるきっかけにもなり得ると期待される。 

 

【経緯・取組概要】 

（経緯） 

杉並区では、平成 25 年の振り込め詐欺被害が都内で３番目に多かったこと

から、振り込め詐欺被害の防止に積極的に取り組んできた。そうした状況の中

で、区内の高井戸警察署管内に所在し、日ごろから警察による防犯活動への協

力など地域・社会貢献活動に積極的に取り組む岩崎通信機（株）と共同して振

り込め詐欺被害防止機器を開発することになり、区役所・区内の警察署・同社

の３者での協議を経て、平成 26 年夏ころから具体的な検討に入った。 

振り込め詐欺被害防止機器は、岩崎通信機（株）が展開する「コンタクトセ

ンターソリューション」の中で運用されるシステム（あらかじめ管理者が登録

したＮＧワードをオペレーターが発すると管理者にメールで通知されるも

の）を活用して開発され、同社の協力を得て、平成 27 年６月から無償モニタ

ーの募集に至った。 

（取組概要） 

岩崎通信機（株）が開発した振り込め詐欺被害防止機器「ペアレントガード

ナー」は、自宅の電話機に設置した検知ＢＯＸが電話の会話の中で「鞄を電車

の網棚に置き忘れた」等の振り込め詐欺によく使用される騙しの言葉を検知

すると、事前に登録した親族等に注意喚起のメールが送信されるシステムで

ある。 

 機器が検知するキーワード（振り込め詐欺によく使用される騙しの言葉）

は、警視庁から提供されるデータに加え、地域の傾向をより的確に反映するた
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め区内３警察署（杉並・高井戸・荻窪警察署）からもデータをもらい、月１回

程度更新している。登録キーワード数は 300 程度で、電話の掛け手・受け手の

どちらの発話でも検知できる。また、各キーワードには高低のグレードが設定

されており、１回の検知で親族等へ発信されるものもあれば、何回か検知した

場合に発信されるものもある。 

この機器について、平成 27 年６月１日から平成 28 年５月 31 日までの１年

間、杉並区在住の 60 歳以上でメール受信可能な親族等がいる人を対象に、50

台の予定で無償モニターを実施している（ヒアリング時点では 33 台貸出中）。

モニターは 70 代・80代が多く、申込みは高齢者本人からと離れて暮らす親族

からの両ケースがあった。 

モニター実施に際しては、登録する親族等のアドレス確認に苦労した。親族

には事前にテスト送信を行っているが、高齢者から聞いたアドレスが間違っ

ている場合があり、何度かやりとりが必要なケースがあった。また、登録キー

ワードのグレード設定について、当初は詐欺予防の観点、及びモニターにシス

テムの効果を認識してもらうため、全体的にグレードを高めに設定していた

が、マスコミの取材など、振り込め詐欺ではない電話で多くのキーワードが検

知されてしまった。そうした場合に通知メールが発信されることが続くとメ

ールの信憑性が薄れてしまうので、現在は、グレードは全体のバランスをみな

がら設定している。まだ試行期間中であるが、現在のところ、モニターからは、

安心できて良いとの反応を得ている。 

 

●ペアレントガードナー 

 

 
 

 

【今後の課題】 

 この機器のポイントは、日々変化する振り込め詐欺の騙しの言葉（キーワー

ド）をいかにタイムリーに更新していけるかにかかっている。製品化した場合

であっても、自治体や警察の継続的な協力が必要である。 

 また、製品化して、多くの方に使ってもらうためには、やはり料金設定が重
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要であり、いかに価格を抑えることができるかが課題である。 

 

【消費者行政等に関する基礎情報】 

・杉並区の基礎情報 

 人口：553,497 人（平成 28 年３月１日時点） 

 高齢化率：21.11％ （平成 28 年１月１日時点） 

・杉並区の消費者行政の体制 

 消費者行政本課の職員数：４名 

 消費生活相談員数：７名 

 消費生活センター（週５日開所） 

 相談受付件数：3,927 件（平成 26 年度） 
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「富山県民だまされんちゃ官民合同会議」の取組 
富山県警察 

 
【事例の特徴】 

参加団体が自主的にアクションプランを作成 

 富山県警察の呼びかけにより、高齢者と日常的に接する 70 以上の機関・団

体（行政、福祉、金融、運輸・通信、法曹、防犯関係団体など）が、振り込

め詐欺等の特殊詐欺被害防止のため、「富山県民だまされんちゃ官民合同会

議」を立ち上げた。この官民合同会議では、高齢者を特殊詐欺被害から守る

環境づくりのために、各主体が「アクションプラン」として活動方針を自主

的に定め、それぞれの立場に応じた取組を実施している。 

 

【経緯・取組概要】 

（経緯） 

富山県における特殊詐欺の被害総額は、平成26年に５億円を超え、過去最

悪を記録した。予防活動や取締りの強化により、平成27年は件数・被害金額

ともに減少したものの、平成24年から毎年３億円を超えるペースで推移して

おり、依然として深刻な状況にある。また、北陸新幹線が開業したことによ

り犯行集団が容易に首都圏から侵入できるようになり、被害がさらに増加す

るのではという懸念もあった。 

そのような状況の中、警察だけでは特殊詐欺を撲滅するどころか、減らす

ことも難しいのではないかと考え、広く日常的に高齢者と接する機会のある

関係機関・団体に対して高齢者に対する注意喚起への協力を働きかけたとこ

ろ、呼びかけを行った全機関・団体から賛同を得ることができ、平成26年５

月に「富山県民だまされんちゃ官民合同会議」を立ち上げた（平成28年３月

時点で74機関・団体が参加）。 

（取組概要） 

官民合同会議は、官が一方的に任命や指示をする場とせず、「①一緒にやり

ましょう、②みんなで知恵を絞りましょう、③みんなで決めていきましょう、

④高齢者を守る環境づくりをすすめましょう」という４点をコンセプトとし

ており、警察を含め参加団体全てが対等の立場で意思形成を行う会議として

いる。 

会議はこれまで計４回開催しており、第３回の会議では、官民一緒にやり

ましょうというメッセージを共同宣言として発信するとともに、参加団体が

自らの事業の中で何ができるかを考えてもらい、それを「アクションプラン
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（活動方針）」として発表した。 

 

（富山県民だまされんちゃ共同宣言）   （参加団体のアクションプラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警から参加団体に対し活動状況の報告は求めていないが、参加団体とし

ては自ら考えたプランだからこそしっかりやるという意識が働いており、ま

た、アクションプランは富山県警察のウェブサイトで公表されていることも

積極的な取組につながっている。 

参加団体は、接骨院や理髪店でマッサージや散髪をしながら口コミ広報し

たり、銭湯で防犯講習会を行ったりするなど、それぞれ独自の取組を行って

いる。また、鉄道事業者とも連携し、駅の構内放送で被害の防止を呼びかけ

る防犯アナウンスや中吊り広告を用いた注意喚起なども実施している。 

 

（接骨院における口コミ広報）    （駅の構内放送「だまされんちゃアナウンス」） 
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【今後の課題】 

 官民合同会議の取組は、認知件数・被害額の減少、被害阻止の増加と、一

定の成果を挙げているところであるが、特殊詐欺による被害が依然として深

刻な状況にあることに変わりはない。 

 犯行集団は次々と新手の手口を考え出してくることから、高齢者を特殊詐

欺被害から守る環境づくりのために、必要に応じて新たな機関・団体に参加

を求めるほか、タイムリーな情報提供により、各機関・団体の取組の活性化

を図っていく必要がある。 

 

【消費者行政等に関する基礎情報】 

・富山県の基礎情報 

 人口：1,070,070 人（平成 27 年１月１日時点） 

 高齢化率：29.7％ 

・富山県の消費者行政の体制 

 消費者行政本課の職員数：15 名 

 消費生活相談員数：９名 

 消費生活センター（週５日開所） 

 相談受付件数：6,156 件（平成 26 年度）※27 年度は集計中 
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